歯科保存専門医　新規申請用 手続き及び書類チェックシート　【暫定期間用】

氏名　　　　　　　　　　
この度の申請につきまして、ありがとうございます。
申請前に確認をお願いします。準備が出来ましたらそれぞれ□に印を付けてください。
申請時はこの用紙も同封してください。

□　1．様式１－１～様式６―１・２の提出がある
□　2．歯科医師免許証の提出がある
□　3．様式１の提出日が今回の申請期間である
（それ以外の場合は再提出なので前回申請の状況を事務局にて確認）
□　4．20,000円（申請料10,000円＋審査料10,000円）の振込控えの提出がある
□　5．日本歯科保存学会あるいは日本歯内療法学会の会員番号・会員歴の入力がある
　□　5-1．不明な場合は事務局にて入力可能。希望する場合、□に印を付けてください　
□　6．様式３ 共通研修について：
2022年度以降、毎年度（４月１日～３月31日）２単位の受講歴があり、受講を証明する書類がある
※申請年度分は受講予定としての記載も可
→ない場合、特例の確認（5-1.2.の両方の□に印がつけば特例対象）
　□　6-1．特例1）2022～2023年度の共通研修受講不足分を2024年度までに受講し、共通研修受講歴が2024年度分を合算して合計で６回（６単位）あること。過年度分で余剰となった受講歴がある場合、翌年度に充当していない
　□　6-2．特例2）特例1の共通研修は機構主催のものである
7．様式４　業績目録について：以下要件を満たすこと
□　7-1．申請年度の５年前の４月１日以降のものである
□　7-2．合計単位数が40単位、うち下線部の項目（I領域A-B，ならびにⅡ領域A-D）が30単位あること。ならびに証明する書類がある
□　8．指導医の発行する研修証明書の提出がある
→移行期間中は特例により以下書類に替えることが可能です
□　8-1．【保存学会】日本歯科保存学会の指導医証または専門医証の提出がある
□　8-2．【歯内療法学会】日本歯内療法学会の指導医証または専門医証、ならびに補完講習受講　修了証（発行待ちの場合、申込完了メールの写しでも可）の提出がある
□　9．様式５－１，５－２，５－３（臨床実績報告書）がエクセルで提出されている（pdfは不可）
□　10．様式５で指導医の推薦・確認がある
→指導医の場合、特例の確認
　□　10-1．【指導医】歯科保存専門医委員会確認のため空欄とする（事務局にて入力）
11．様式５－２，５－３「う蝕管理・保存修復治関連」と「歯内療法関連」の症例数について
（11-1、11-2、11-3、11-4についてはいずれかの□に印がつけば可）
□　11-1．【指導医】「う蝕管理・保存修復治療関連」と「歯内療法関連」の症例合計が50症例、かつ80単位以上あり、「う蝕管理・保存修復治療関連」と「歯内療法関連」の割合が４：６、すなわち20：30症例以内であること
→割合を逸脱している場合、特例の確認
　□　11-2．【指導医】別途定める研修受講証明書があること
[bookmark: _Hlk170231886]□　11-3．【専門医】「う蝕管理・保存修復治療関連」と「歯内療法関連」の症例合計が100症例、かつ150単位以上あり、「う蝕管理・保存修復治療関連」と「歯内療法関連」の割合が４：６、すなわち40：60症例以内であること
→割合を逸脱している場合、特例の確認
　□　11-4．【専門医】別途定める研修受講証明書があること
□　12．様式６－１，６－２（症例報告書）がエクセルで提出されている（pdfは不可）
□　13．様式６－１，６－２「う蝕管理・保存修復治療関連」と「歯内療法関連」の症例について
　□【指導医】各１症例あり、すべて難症例であること。
□【専門医】各２症例あり、すべて難症例であること。
□　14．全てのファイル名は全て「名前_申請書.docx」のように指定の名前でリネームされている
□　15．全てのファイル拡張子はwindows対応となっている（mac形式は不可
